
雲南市立病院告示 第 7 号  

下記のとおり一般競争入札を行うので、雲南市契約規則（平成１９年雲南市規則第３号。以下「契約規則」 と

いう。）第５条に基づき公告する。  

令和 4 年 10 月 27 日 

雲南市立病院   

雲南市病院事業管理者 大谷 順 

 

当工事は、一般競争入札により入札を執行する。なお、最低制限価格は設定しない。  

 

記 

 

１ 担当部局 雲南市立病院管財課管財係  

 

２ 入札に付する事項  

工事名 雲南市立病院中央棟空調（チラー）更新工事 

工事場所 雲南市大東町飯田地内 

工事概要 
雲南市立病院中央棟空調（チラー）更新工事 1 式 

週休 2 日工事 対象外 

予定工期 令和 5 年 3 月 31 日 

予定価格(税抜)

（入札書比較価格） 

¥63,600,000- 

低入札調査基準価格 設ける 

 

３ 入札に参加する者に必要な資格（以下「競争参加資格」という。）   

令和４～６年度雲南市建設工事有資格者名簿に登載され、かつ、次に掲げる条件をすべて満足すること。 

 

参加資格業種 管工事 

格付･点数等 ― 

建設業許可区分 一般･特定を問わない 

営業所所在地 雲南市内に本社または入札･契約に関する権限を委任された営業所を有する者 

施工実績等 
平成 24 年 4 月 1 日以降、雲南市内において、同種の公共工事（管工事、1,500 万円以上、

竣工済）の実績があること。 

配置技術者 

主任技術者  

管工事施工管理技士または実務経験者 

専任を求める 

その他 

ア 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

イ 雲南市における市税の滞納がない者であること。  

ウ 公告の日から競争参加資格確認の日までの間に、国、雲南市及び他の地方公共団体のい

ずれからも指名停止処分を受けていないこと。 

エ 入札に参加しようとする(競争参加資格確認申請書の提出)者の間に以下の基準のいずれ

かに該当する関係がないこと。 

○資本関係 



以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更正会社又は

再生手続きが存続中の会社である場合は除く。 

①親会社と子会社の関係にある場合  

②親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

○人的関係 

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、①については、会社の一方が更正会社又

は再生手続中の会社である場合は除く。 

①一方の会社の役員が、他方の会社役員を現に兼ねている場合 

②一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合 

○その他入札の適正さが阻害されると認められる場合     

その他上記と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。 

 

４ 競争参加資格の確認  

（１）提出する書類  

入札参加を希望する者は、競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）を、メールにて提出しなけれ

ばならない。期限までに申請書を提出しない者は、本件工事の入札に参加することができない。 

mail：hospital-kanzai@city.unnan.shimane.jp 

 

申請書の内容 ア 競争参加資格確認申請書（様式第１号）  

イ 実績調書（様式第２号）（要証明）  

ウ 配置予定技術者調書（様式第３号）（要証明） 

エ 業態調書（様式第４号）（該当がない場合は、その旨を記載すること。） 

 

資料に記載した施工実績の記載内容を証明する CORINS の工事カルテ（CORINS の登録がない場合は、契約

書の写し等、発注者が発行する証明書）を添付すること。 

 

配置予定の技術者については、資格が確認できる資格者証等の写し、及び技術者と申請者との雇用関係が確認

できるもの（健康保険証の写し等）を添付すること。なお、健康保険被保険者証の写しは保険者番号及び被保険

者等記号・番号をマスキング（黒塗り等）すること。 

 

資格確認資料を提出する際に配置予定技術者を特定できない場合には複数の候補者（3 人を限度とする。）を記

入し提出することができる。複数の候補者を提出した者が落札者となる場合は候補者のうちいずれかが本件工事

に配置できれば良いものとする。  

なお、落札者の決定において競争参加資格の確認を行う際は、全ての候補者が入札公告で定める競争参加資格

要件を満たしていなければ本件工事における競争参加資格はないものとする。 

 

（２）申請書類の様式の入手方法及び提出期限   

雲南市立病院Ｗeb サイト（http://unnan-hp.jp/）からダウンロードすること。 

提出期限 令和 4 年 11 月 14 日    17 時 00 分 

 

（３）確認審査 

 競争参加資格の確認審査は、開札後に落札者を決定するために必要と認める範囲の者を対象として行い、結果

http://unnan/


を通知する。その他の者については審査及び結果の通知を行わない。 

 

５ 設計図書等の閲覧 

閲覧期間 告示日から入札日の前日まで（土曜、日曜及び祝日を除く） 

閲覧方法 雲南市立病院 Web サイト（http://unnan-hp.jp/）よりダウンロード 

  

６ 設計図書等に関する質問  

設計図書等に関する質疑回答はメールにて行うものとする。 

区分 設計図書 

提出期限 令和 4 年 11 月 2 日    17 時 00 分 

回答 令和 4 年 11 月 9 日     17 時 00 分 

 

７ 競争入札の日時及び場所    

競争入札は以下のとおり執行するものとする。    

入札日時 令和 4 年 11 月 21 日     10 時 00 分  （即時開札） 

会  場 雲南市立病院 ３０３会議室 

 

８ 入札方法、条件等 

① 郵便による入札は認めない。 

② 一度提出された入札書等の書換え、引換え又は撤回は認めない。 

③ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額

に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は消費

税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１

０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

④ 入札回数は、1 回とする。 

⑤ 入札に際し、工事費内訳書を提出すること。なお、内訳書の作成にあたっては設計図書の工事数量総括表記

載の全項目について金額を記載し、一括値引きはしないこと。また、内訳書の金額は入札書に記載する金額

と合致すること。 

※内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示すること。ただし、営繕工事

を除く。 

⑥ 入札保証金は免除する。 

 

９ 入札の無効   

次の入札は無効とする。 

① 公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札 

② 虚偽の申請を行った者のした入札 

③ 入札に関する条件（本件公告文及び雲南市契約規則、雲南市入札執行要領等参照）に違反した入札 

④ 入札の時点までに指名停止措置要綱に基づく指名停止を受けた者のした入札 

⑤ 特別共同企業体と当該共同企業体の構成員である者とが同一工事の競争に参加し、応札した場合、その両者

の行った入札 

⑥ その他入札の時点において競争参加資格のない者のした入札 

 

http://unnan/


１０ 落札者の決定方法 

  最低入札者から順に競争参加資格審査を行い、落札者を決定する。 

 

１１ 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明  

 競争参加資格がないと認められた者は、理由の説明を求めることができる。説明を求める者は、競争参加資格

審査の結果を受け取った日の翌日から７日以内に、書面を管財課管財係へ持参して提出しなければならない。説

明を求めた者に対しては、書面が提出された日の翌日から７日以内に書面により回答する。  

 

１２ 支払い条件 

雲南市契約規則に定めるところによる。 

 

１３ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上。 

 

１４ 低入落札者との契約に係る契約保証金及び前払い金 

低入札落札者が本件工事入札時点において低入札価格調査を受けた工事を施工中である場合、又は入札日から起

算して過去 1 年以内に低入札価格調査を受けた者と契約する場合は、契約規則の規定に関わらず契約保証金は

10 分の 3 以上とし、前払金を請求できる金額は、2分の 1 を減額するものとする。 

 

１５ その他 

① 落札決定後、契約締結までの間に落札者が入札参加の資格制限又は指名停止を受けた場合は契約を締結しな

い。 

② 本件工事に配置する技術者は、競争参加資格確認申請日以前３ヶ月以上の雇用関係を必要とする。なお、落

札後において、配置予定技術者の配置ができないことが明らかとなったときは、契約前であれば 契約を締

結しない場合がある。また、契約後であれば契約を解除する場合がある。 

③ 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合は、指名停止措置要綱に基づく指名停止を行うことがある。 

④ 入札の執行にあたり、不正の入札が行われるおそれがあると認められるとき、又は天災地変その他やむを得

ない事由が生じたときは、入札を取りやめ、又は入札期日を延期することがある。 

⑤ その他詳細不明の点については、管財課管財係に照会すること。 

   


